
（R06　夏　府高教　専門部【臨時教職員部】）　
項目１①
○　臨時的任用職員の処遇については、「職員の給与に関する条例」等の規定に基づき、措置してきたところ。
項目１②
○　諸手当の支給の始期及び終期については、国の制度を基準としつつ、人事委員会規則により定められているところであるが、臨時的任用職員の通勤手当については人事委員会の承認を得て、平成27年4月から教育職給料表適用者に対して、平成30年4月からすべての臨時的任用職員に対して月途中の採用・退職時に日割り計算により支給するなどこれまで改善を図ってきたところ。
項目１③
〇　組合員証（健康保険証）については、公立学校共済組合大阪支部において、これまでも速やかな発行に努めていると認識している。

〇　令和４年秋以降、社会保険適用のある非常勤職員が、公立学校共済組合員（健康保険のみ）となったことにより加入者数は大幅に増加したところであるが、公立学校共済組合大阪支部において体制の強化を図り、例年と同程度の処理期間であったと認識している。

〇　なお、健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法が一部改正され、施行日である本年１２月２日以降は、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証として利用登録がなされたマイナンバーカードをマイナ保険証として使用する仕組みに移行されることが決定している。同日以降に新規に資格を取得した方には、マイナ保険証を保有する方には「資格情報のお知らせ」を交付し、マイナ保険証を保有しない方には現在の健康保険証に代わるものとして、「資格確認書」を交付する方法に変わる。具体的には、公立学校共済組合大阪支部において、同本部及び関係各所と連携しながら体制を準備するとともに、各所属及び広報媒体等を通してご案内する予定となっている。

〇　今後とも、公立学校共済組合大阪支部において、円滑な交付等に向けて努めるものである。
項目１④
〇　公立学校共済組合の任意継続組合員については、地方公務員等共済組合法第１４４条の２において、「退職の日の前日まで引き続き１年以上組合員であった者で、退職の日から起算して２０日を経過する日までに共済組合へ申し出る」旨の法定要件が定められている。
項目１⑤
○　教職員の権利の周知徹底については、平成27年度に教職員の更なる休暇・休業制度の理解向上と取得促進につなげるため、庁内ウェブページに「教職員のための子育て支援ポータルサイト」を立ち上げた。

また、教職員の制度理解を図るための資料として、育児に関して利用可能な制度を一覧にした表を作成し、子育て支援ポータルサイトで掲載するなど、内容を充実させ、さらには子育て支援ポータルサイトの周知を図るため、教職員向けのポータルサイトである全校トップページにおいて、全教職員に向けて紹介してきたところ。

○　今後とも、勤務条件等、特に母性保護や子育てに関する特別休暇等の制度運用が、適正に行われるよう指導するとともに、子育て中の職員をはじめ、すべての教職員が働きやすい職場環境づくりに努めてまいりたい。
項目１⑥
○　諸手当等の事務手続きについては、SSC（総務サービスシステム）のマニュアル・規定集・データ集に「臨時的任用職員等ＳＳＣマニュアル」を２種類（大阪府で臨時的任用職員等の経歴のある方用、初めて臨時的任用職員等になられた方用）掲載し、周知に努めているところ。

〇　また、操作方法についても、電話による問い合わせの窓口（SSCコールセンター）を設置し、サポートを行っているところ。

〇　今後とも事務負担の軽減になるよう、府庁全体のシステム改修の中で、SSC（総務サービスシステム）の改善にも努めてまいる。
項目１⑦
〇　ICカードの使用履歴は、交通機関のホームページ等で取得することを想定しており、ご要望にお応えすることは困難である。

〇　なお、臨時的任用職員が定期券により通勤する場合は、事後確認においては定期券の写しを提出いただくこととなり、利用履歴の提出は不要。
項目１⑧
○　「地方公務員の育児休業等に関する法律」第２条第１項及び「職員の育児休業等に関する条例」第２条の規定により、臨時的任用職員等に対し育児休業を承認することは困難である。
項目２①・②
○　期末手当の支給など、会計年度任用職員制度への移行に伴う勤務労働条件の見直しについては、皆様方との協議の上決定したところ。

〇　地方自治法の改正に伴うパートタイムの会計年度任用職員に対する勤勉手当については、令和6年度から支給している。

〇　なお、支給対象者は国の非常勤職員の取扱いや「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」（総務省）の内容を踏まえ、週あたり１５時間３０分以上勤務の職員としている。

○　なお、地方自治法の改正に伴うパートタイムの会計年度任用職員に対する勤勉手当については、令和6年度から支給している。

○　非常勤職員の報酬単価については、基本的に常勤職員の給与改定の状況に応じて単価を見直してきたところ。

○　なお、令和５年度については人事委員会勧告に基づく常勤職員の給与改定内容に準じ、令和５年４月１日に遡って、非常勤職員の報酬及び期末手当を引き上げた。
項目３①
※下線部のみ回答

○　非常勤講師の報酬は「非常勤講師の報酬支給要領」に基づき、授業１時間について定めた額を、授業を実施した実績に応じて支給している。

○　また、報酬単価については、基本的に常勤職員の給与改定の状況に応じて改定してきたところ。

○　非常勤講師の報酬及び支給方法の見直しについては、勤務実績に応じた報酬となるよう是正したものであり、ご要求に応じることは困難である。
○　臨時的任用職員の処遇については、「職員の給与に関する条例」等の規定に基づき、措置してきたところ。
項目３①、３③
○　非常勤講師の年間時間数については、学習指導要領で年間の授業時間数の標準が３５週とされていることを踏まえ、配当を行っている。

○　非常勤講師の勤務時間については、授業割振表に示す教科の授業時間（付随する準備や評価の時間として授業の開始時刻の前５分、終了時刻の後５分を含む）と明示しているところ。

項目３②
○　非常勤職員の報酬については、非常勤補助員に適用される報酬単価を、令和４年４月から「常勤職員の給料表を基礎」とし、「職務経験等の要素を考慮」する制度に見直したところ。

○　非常勤講師の報酬に対して、一般職員に支給されている定時制通信教育手当相当額を加算することは困難である。

○　非常勤講師の報酬単価については、基本的に常勤職員の給与改定の状況に応じて単価を見直ししてきたところであり、ご要求に応じることは困難である。
項目３⑤
○　非常勤講師は、付随する準備や評価を含む教科の授業を行うものであり、授業に付随する業務も加味したうえで、報酬単価を設定しているところ。
項目３⑥
○　会計年度任用職員の期末手当については、国の非常勤職員の取扱いや「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」（総務省）の内容を踏まえ、週あたり１５時間３０分以上勤務の職員を支給対象としているところ。
項目３⑦
○　非常勤職員の交通費の決定については、「非常勤職員の交通費に関する要領」第５条において、常勤職員の通勤手当の例に準じて行うものとされている。

○　常勤職員については、公務の運営上の事情により特別の形態により勤務する必要のある職員であって、当該職員の始業時間等を考慮する必要があると認められるときは、認定権者は別段の取扱いができるものとしており、これに準じて非常勤職員の交通費の認定を行うことは差支えないものと考えている。
項目３⑧
○　職員の自動車通勤に伴い、府が駐車場に係る費用を支給することは、国や他府県との取扱いの均衡上、困難である。
項目３⑩
○　ご要望の、非常勤講師の方々への被服の貸与については、本府財政状況が極めて厳しい現状から、お応えすることは困難である。ご理解を賜りたい。
○　また、安全上必要な物品等については、各校においてその実情に応じて対応しているところ。
項目３⑪
○　府立学校の非常勤講師に対する健康診断については、希望する場合は、平成20年度より胸部X線撮影を公費で実施している。
項目３⑫
○　任期前に交通費を支給することは難しく、ご要求に応じることは困難である。
項目３⑬
○　統合ICTネットワークのどの端末機からでも、各個人のアカウントを利用することにより、個人のデスクトップ環境が利用可能となるので、各学校の共用端末機（13台配備）を利用できる。

〇　統合ICTネットワークを使用するために必要な非常勤職員のアカウントについては、利用者管理システムで作成ができる。
項目４②
○　JETプログラムによる外国語指導助手（ALT）については、原則、本人により住居の手配を行うこととなっている。

〇　一方で、ALTが自身で住居を確定させることは困難であると考えたため、入国前から住居の契約手続き等について情報提供を行ったところ。
項目４③
○　外国語指導助手（ALT）については、国の非常勤職員制度や、府の常勤職員の状況を勘案し、また、府における他の非常勤職員との間に権衡を保つため、現行の休暇制度としている。
項目４④
○　外国語指導助手（ALT）については、国の非常勤職員制度や、府の常勤職員の状況を勘案し、また、府における他の非常勤職員との間に権衡を保つため、現行の休暇制度としている。
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